
第４５号議案 
 
 
 

保健医療事業の取扱いについて 
 
 
 
保健医療事業の取扱いについて、別紙のとおり承認を求める。 
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(別紙) 

 

協定項目番号 ３７ 協定項目名  保健医療事業の取扱い 

調  整  内  容 

 
保健医療事業については、次のとおり取り扱うものとする。 

 
（１）老人保健事業について 
① 基本健康診査については、合併までに調整を図り新市で統一した対象者の範囲および 
個人負担額を設定する。ただし、合併年度については現行どおり実施する。 
 
② 胃がん検診、肺がん検診、大腸がん検診については、合併までに調整を図り新市で統 
一した対象者の範囲および個人負担額を設定する。ただし、合併年度については現行ど 
おり実施する。 
 
③ 子宮がん検診、乳がん検診（視触診）については、合併までに調整を図り新市で統一 
した対象者の範囲および個人負担額を設定する。ただし、合併年度については現行どお 
り実施する。 
 
④ 乳がん検診（マンモグラフィ検査）については、合併までに調整を図り国の指針等を 
踏まえ新市において統一した対象者の範囲を設定する。また、個人負担額についても新 
市で統一した額を設定する。ただし、合併年度については現行どおり実施する。 

 
⑤ 節目検診については、合併までに他の検診事業と統合する方向で調整を図る。 

 
（２）母子保健事業について 
① 妊婦健康診査については、各市町同一事業のため、新市においても現行どおり実施す 
る。 
 
② 乳幼児健康診査については、合併までに実施方法の統一を図る。ただし、合併年度に 
ついては現行どおり実施する。 

 

（３）乳幼児医療について 
    乳幼児医療については、当分の間現行どおりとし、新市において統一の方向で調整する。 
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